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障がいのある人に対する相談支援について 

 

相談支援事業は、障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身

近な市町村を中心として実施するものであり、大きく分類して、地域相談支援事業（地域移行支援・

地域定着支援）、計画相談支援事業、障がい児相談支援事業に分かれる。 

 

＜相談支援事業の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜相談支援に係る関係法令等＞ ■：基準省令 、□：解釈通知 

サービス名 関係法令等 

地域相談支援 

■ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24年 3 月

13 日厚生労働省令第 27 号） 

□ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について（平成

24 年 3 月 30 日障発 0330 第 21 号） 

計画相談支援 

■ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24年 3 月

13 日厚生労働省令第 28 号） 

□ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について（平成

24 年 3 月 30 日障発 0330 第 22 号） 

障がい児相談支援 

■ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関す

る基準（平成 24 年 3月 13 日厚生労働省令第 29 号） 

□ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関す

る基準について（平成 24 年 3 月 30 日障発 0330 第 23 号） 
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Ⅰ 地域相談支援事業 

 

１ 地域相談支援事業の事業内容等 

サービス名 概要 対象者 

地域移行支援 障がい者支援施設や病院等に入所又は入院

している障がいのある方を対象に、住居の確

保その他の地域生活へ移行するための支援

を行う。 

①障がい者支援施設、のぞみの園又は療養介

護を行う病院に入所している障がい者 

※児童福祉施設に入所する 18 歳以上の者、

障がい者支援施設等に入所する 15 歳以上

の障がい者みなしの者も対象 

②精神科病院に入院している精神障がい者 

③救護施設又は更生施設に入所している障

がい者 

④刑事施設、少年院に収容されている障がい 

 者 

⑤更生保護施設に入所している障がい者又

は自立更生促進センター、就業支援センタ

ー若しくは自立準備ホームに宿泊してい

る障がい者 

地域定着支援 居宅において単身で生活している障がいの

ある方等を対象に、常時の連絡体制を確保

し、緊急時には必要な支援を行う。 

①居宅において単身であるための緊急時の 

支援が見込めない状況にある障がい者 

②居宅において家族と同居している場合で 

あって、当該家族等が障がい、疾病等のた 

め、緊急時の支援が見込めない状況にあ 

る障がい者 

 

２ 人員配置について 

サービス名 配置基準 

地域移行支援 従業者：専従の指定地域移行支援従業者（業務に支障がない場合は他の職務の兼 

務可）を置くこと。 

   ＊指定地域移行支援従業者のうち、１人以上は相談支援専門員であること 

管理者：原則として管理業務に従事するもの（管理業務に支障がない場合は他の職 

務の兼務可） 

地域定着支援 従業者：専従の指定地域定着支援従業者（業務に支障がない場合は他の職務の兼 

務可）を置くこと。 

   ＊指定地域定着支援従業者のうち、１人以上は相談支援専門員であること 

管理者：原則として管理業務に従事するもの（管理業務に支障がない場合は他の 

職務の兼務可） 

 

 

 

2



３ 運営基準について 

地域移行支援 

（１）内容及び手続の説明及び同意（基準省令第５条） 

 ① 地域相談支援給付決定障害者が指定地域移行支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用

の申込みを行った地域相談支援給付決定障害者（以下「利用申込者」という。）に係る障害の特

性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第 27 条に規定する運営規程の概要そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該指定地域移行支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければな

らない。 

② 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 77 条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用

者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

 ■確認書類例 

  契約書、重要事項説明書、運営規定 

 

【社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）】 

第 77 条（利用契約の成立時の書面の交付） 

     社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約が成立したときは、その

利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 

一 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

二 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容 

三 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

四 その他厚生労働省令で定める事項 

⇒サービスの提供開始年月日 

サービスに係る苦情を受け付けるための窓口 

 

（２）契約内容の報告等（基準省令第６条） 

 ① 指定地域移行支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しな

ければならない。 

 

（３）提供拒否の禁止（基準省令第７条） 

   正当な理由がなく、指定地域移行支援の提供を拒んではならない。 

 

（４）連絡調整に対する協力（基準省令第８条） 

   指定地域移行支援の利用について市町村又は指定特定相談支援事業者が行う連絡調整に、で

きる限り協力しなければならない。 

 

（５）サービス提供困難時の対応（基準省令第９条） 

   指定地域移行支援事業所の通常の事業の実施地域（当該指定地域移行支援事業所が通常時に

指定地域移行支援を提供する地域をいう。第 17 条第 2項及び第 27 条第 5号において同じ。）等

を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域移行支援を提供することが困難であると認め

た場合は、適当な他の指定地域移行支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなけ
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ればならない。 

 

（６）受給資格の確認（基準省令第 10 条） 

   指定地域移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証（法

第 51 条の 7 第 8 項に規定する地域相談支援受給者証をいう。）によって、地域相談支援給付費

の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地

域相談支援給付量（同条第 7項に規定する地域相談支援給付量をいう。）等を確かめるものとす

る。 

■確認書類例 

  受給者証（写し） 

 

（７）地域相談支援給付決定の申請に係る援助（基準省令第 11 条） 

 ① 地域相談支援給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を

踏まえて速やかに地域相談支援給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

② 地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、地域相談支援給付決定の有効

期間の終了に伴う地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行わなければならない。 

 

（８）心身の状況等の把握（基準省令第 12 条） 

   指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保

健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

■確認書類例 

  地域移行支援計画（アセスメント等） 

 

（９）指定障害福祉サービス事業者等との連携等（基準省令第 13 条） 

 ① 指定地域移行支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、

市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

② 指定地域移行支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行う

とともに、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

（10）身分を証する書類の携行（基準省令第 14 条） 

   指定地域移行支援従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家

族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 ■確認書類例 

  身分証（名札） 

 

（11）サービスの提供の記録（基準省令第 15 条） 

 ① 指定地域移行支援を提供した際は、当該指定地域移行支援の提供日、内容その他必要な事項

を、当該指定地域移行支援の提供の都度記録しなければならない。 

4



② 前項の規定による記録に際しては、地域相談支援給付決定障害者から指定地域移行支援を提

供したことについて確認を受けなければならない。 

 ■確認書類例 

  サービスの提供記録（実績記録）、利用者から確認を受けた記録 

 

（12）指定地域移行支援事業者が地域相談支援給付決定障害者に求めることのできる金銭の支払の

範囲等（基準省令第 16 条） 

 ① 指定地域移行支援を提供する地域相談支援給付決定障害者に対して金銭の支払を求めること

ができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該地域相談

支援給付決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

② 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに地域相談支援給付

決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、地域相談

支援給付決定障害者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第 1項

又は第 2 項に規定する支払については、この限りでない。 

 ■確認書類例 

  請求書及び領収書控、重要事項説明書、運営規定 

 

（13）地域相談支援給付費の額等の受領（基準省令第 17 条） 

 ① 法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者か

ら当該指定地域移行支援につき法第 51 条の 14 第 3 項に規定する主務大臣が定める基準により

算定した費用の額（その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当

該現に指定地域相談支援に要した費用の額）の支払を受けるものとする。 

② 前項の支払を受ける額のほか、地域相談支援給付決定障害者の選定により通常の事業の実施

地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域移行支援を提供する場合は、それに要した交通費

の額の支払を地域相談支援給付決定障害者から受けることができる。 

③ 前 2 項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った

地域相談支援給付決定障害者に対し交付しなければならない。 

④ 第 2 項の交通費については、あらかじめ、地域相談支援給付決定障害者に対し、その額につ

いて説明を行い、地域相談支援給付決定障害者の同意を得なければならない。 

 ■確認書類例 

  請求書及び領収書控、重要事項説明書等 

 

（14）地域相談支援給付費の額に係る通知等（基準省令第 18 条） 

 ① 法定代理受領により指定地域移行支援に係る地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、地

域相談支援給付決定障害者に対し、当該地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付

費の額を通知しなければならない。 

② 前条第 1 項の法定代理受領を行わない指定地域移行支援に係る費用の額の支払を受けた場合

は、その提供した指定地域移行支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した

サービス提供証明書を地域相談支援給付決定障害者に対して交付しなければならない。 

 ■確認書類例 

  サービス提供証明書控、代理受領通知書等 
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（15）指定地域移行支援の具体的取扱方針（基準省令第 19 条） 

 ① 指定地域移行支援の方針は、第二条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるところ

によるものとする。 

  一 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者に、基本相談支援に関する

業務及び次条第一項に規定する地域移行支援計画の作成その他指定地域移行支援に関する業

務を担当させるものとする。 

二 指定地域移行支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指定地域移

行支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする。 

三 指定地域移行支援事業者は、次条第一項に規定する地域移行支援計画に基づき、利用者の心

身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定地域移行支援の提供が漫然か

つ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

四 指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行

うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとす

る。 

 

（16）地域移行支援計画の作成等（基準省令第 20 条） 

 ① 指定地域移行支援従事者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定地

域移行支援に係る計画（以下この条及び第 32 条第 3項において「地域移行支援計画」という。）

を作成しなければならない。 

② 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用

者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じ

て利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この条及び第 42 条において「アセスメント」と

いう。）を行い、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう

に支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

③ 指定地域移行支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接しなければならない。

この場合において、指定地域移行支援従事者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理

解を得なければならない。 

④ 指定地域移行支援従事者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びそ

の家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、地域

移行支援の目標及びその達成時期並びに地域移行支援を提供する上での留意事項等を記載した

地域移行支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定地域移行支

援事業所が提供する指定地域移行支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含

めて地域移行支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

⑤ 指定地域移行支援従事者は、計画作成会議（地域移行支援計画の作成に当たり、当該利用者に

係る障害者支援施設等、精神科病院、救護施設等又は刑事施設等における担当者等を招集して

行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器（第 30 条第 3 項第 1 号及び第 36 条の

2 第 1 号において「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。第

32 条第 3項において同じ。）を開催し、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めなけ

ればならない。 

⑥ 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、利用者又はその家族に
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対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

⑦ 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画を作成した際には、当該地域移行支援計画を

利用者に交付しなければならない。 

⑧ 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画

の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行うものとする。 

⑨ 第 2項から第 7項までの規定は、前項に規定する地域移行支援計画の変更について準用する。 

 ■確認書類例 

  地域移行支援計画等 

 

（17）地域における生活に移行するための活動に関する支援（基準省令第 21 条） 

 ① 利用者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、

外出の際の同行、障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限

る。次条において同じ。）の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援を提供す

るに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の的

確な把握に努めなければならない。 

② 利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、おおむね週に 1 回以上、利用者との対

面により行わなければならない。 

 

（18）障害福祉サービスの体験的な利用支援（基準省令第 22 条） 

   障害福祉サービスの体験的な利用支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託に

より行うものとする。 

 ■確認書類例 

  委託契約書等 

 

（19）体験的な宿泊支援（基準省令第 23 条） 

 ① 体験的な宿泊支援について、次の各号に定める要件を満たす場所において行わなければなら

ない。 

  一 利用者が体験的な宿泊を行うために必要な広さの居室を有するとともに、体験的な宿泊に

必要な設備及び備品等を備えていること。 

二 衛生的に管理されている場所であること。 

② 体験的な宿泊支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができ

る。 

 ■確認書類例 

  委託契約書等 

 

（20）関係機関との連絡調整等（基準省令第 24 条） 

   指定地域移行支援を提供するに当たっては、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他

の退院又は退所後の地域における生活に係る関係機関（第 28 条第 2項において「関係機関」と

いう。）との連絡調整その他の便宜の供与を行うものとする。 
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（21）地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知（基準省令第 25 条） 

   指定地域移行支援を受けている地域相談支援給付決定障害者が偽りその他不正な行為によっ

て地域相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその

旨を市町村に通知しなければならない。 

 

（22）管理者の責務（基準省令第 26 条） 

 ① 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者その他の従業者の管理、指定

地域移行支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わ

なければならない。 

② 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者にこの章の規定を遵守させる

ため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

（23）運営規程（基準省令第 27 条） 

   指定地域移行支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

運営規程（第 31 条第 1項において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

  一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定地域移行支援の提供方法及び内容並びに地域相談支援給付決定障害者から受領する費

用及びその額 

五 通常の事業の実施地域 

六 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

八 その他運営に関する重要事項 

 

（24）勤務体制の確保等（基準省令第 28 条） 

 ① 利用者に対し、適切な指定地域移行支援を提供できるよう、指定地域移行支援事業所ごとに、

指定地域移行支援従事者その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

② 指定地域移行支援事業所ごとに、当該指定地域移行支援事業所の指定地域移行支援従事者に

よって指定地域移行支援を提供しなければならない。ただし、第 22 条及び第 23 条第 2 項の規

定により、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害福祉サービスの体験的

な利用支援及び体験的な宿泊支援並びに利用者の退院又は退所後の居住予定地が遠隔地にある

場合における他の指定地域移行支援事業者への委託により行われる住居の確保及び関係機関と

の連絡調整その他の便宜の供与については、この限りでない。 

③ 前項ただし書の規定により指定地域移行支援に係る業務の一部を他の指定地域移行支援事業

者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結

果等を記録しなければならない。 

④ 指定地域移行支援従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

⑤ 適切な指定地域移行支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者

の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければなら
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ない。 

 

（25）業務継続計画の策定等（基準省令第 28 条の 2）（令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務） 

 ① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域移行支援の提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施しなければならない。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

■確認資料例 

   業務継続支援計画 

 

〇 業務継続計画の策定にあたっては、次のガイドライン等を参考にして作成してください。 

 

【障がい福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等】 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 障

害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html 

  

 

（26）設備及び備品等（基準省令第 29 条） 

   事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定地域移行支援の提供に必要な設

備及び備品等を備えなければならない。 

 

（27）衛生管理等（基準省令第 30 条） 

 ① 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

② 指定地域移行支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 

③ 当該指定地域移行支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号

に掲げる措置を講じなければならない。（令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務） 

一 当該指定地域移行支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定地域移行支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

三 当該指定地域移行支援事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 ■確認資料例 

  衛生管理・感染予防のマニュアル 
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〇 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針の策定にあたっては、次のガイドライ

ン等を参考にして作成してください。 

 

【感染症対策マニュアル・業務継続ガイドライン・障がい福祉サービス事業所等における感染対

策指針作成の手引き等】 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 障

害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等 > 障害福祉サ

ービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン等 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html 

 

 

（28）掲示等（基準省令第 31 条） 

① 指定地域移行支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び地域移行支

援の実施状況、指定地域移行支援従事者の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

② 前項に規定する事項を記載した書面を当該指定地域移行支援事業所に備え付け、かつ、これ

をいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができ

る。 

③ 第 1 項に規定する重要事項の公表に努めなければならない。 

 

（29）秘密保持等（基準省令第 32 条） 

 ① 指定地域移行支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

② 従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

③ 計画作成会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書

により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。 

 ■確認書類例 

個人情報の保護同意書（利用者）、個人情報保護に係る誓約書（従業者）、就業規則 

 

（30）情報の提供等（基準省令第 33 条） 

 ① 指定地域移行支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができるよ

うに、当該指定地域移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努め

なければならない。 

② 当該指定地域移行支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又

は誇大なものとしてはならない。 

■確認書類例 

重要事項説明書、パンフレット等 

 

（31）利益供与等の禁止（基準省令第 34 条） 
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① 指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、

利用者又はその家族に対して当該指定地域移行支援事業者を紹介することの対償として、金品

その他の財産上の利益を供与してはならない。 

② 指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、

利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはな

らない。 

（32）苦情解決（基準省令第 35 条） 

 ① その提供した指定地域移行支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならな

い。 

② 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

③ その提供した指定地域移行支援に関し、法第 10 条第 1項の規定により市町村が行う報告若し

くは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域移

行支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族か

らの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

④ その提供した指定地域移行支援に関し、法第 11 条第 2項の規定により都道府県知事が行う報

告若しくは指定地域移行支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令

又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が

行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

⑤ その提供した指定地域移行支援に関し、法第 51 条の 27 第 1 項の規定により都道府県知事又

は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員

からの質問若しくは指定地域移行支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応

じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力

するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない。 

⑥ 都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、前 3 項の改善の内容を都道

府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。 

⑦ 社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定により行う調査又はあ

っせんにできる限り協力しなければならない。 

■確認書類例 

苦情解決に関する記録、苦情解決マニュアル等 

 

（33）事故発生時の対応（基準省令第 36 条） 

 ① 利用者に対する指定地域移行支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当

該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

② 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 

③ 利用者に対する指定地域移行支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

を速やかに行わなければならない。 

 ■確認書類例 
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事故に関する記録、事故対応マニュアル、行政への事故報告書等 

 

  ※ 事故報告に関しては、集団指導共通編資料 25 ページを参照ください。 

 

（34）虐待の防止（基準省令第 36 条の 2） 

   虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

  一 当該指定地域移行支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結

果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定地域移行支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること。 

三 前 2 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（35）会計の区分（基準省令第 37 条） 

   指定地域移行支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域移行支援の事業の会計を

その他の事業の会計と区分しなければならない。 

 ■確認資料例 

  決算書等 

 

（36）記録の整備（基準省令第 38 条） 

 ① 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

② 利用者に対する指定地域移行支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定

地域移行支援を提供した日から 5年間保存しなければならない。 

一 第 15 条第 1項に規定する提供した指定地域移行支援に係る必要な事項の提供の記録 

二 地域移行支援計画 

三 第 25 条の規定による市町村への通知に係る記録 

四 第 35 条第 2項に規定する苦情の内容等の記録 

五 第 36 条第 2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

 

 

地域定着支援 

（１）指定地域定着支援の具体的取扱方針（基準省令第 41 条） 

 ① 指定地域定着支援の方針は、第 39 条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるとこ

ろによるものとする。 

一 指定地域定着支援事業所の管理者は、指定地域定着支援従事者に、基本相談支援に関する

業務及び次条第 1項に規定する地域定着支援台帳の作成その他指定地域定着支援に関する業

務を担当させるものとする。 

二 指定地域定着支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指定地域

定着支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする。 
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三 指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わ

なければならない。 

四 指定地域定着支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を

行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うもの

とする。 

 

（２）地域定着支援台帳の作成等（基準省令第 42 条） 

 ① 指定地域定着支援従事者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において

必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医

療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した指定地域定着支援に

係る台帳（以下「地域定着支援台帳」という。）を作成しなければならない。 

② 指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成に当たっては、適切な方法によりアセ

スメントを行わなければならない。 

③ 指定地域定着支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければな

らない。この場合において、指定地域定着支援の職務に従事する者は、面接の趣旨を利用者に

対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

④ 指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台

帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着支援台帳の変更を行うものとする。 

⑤ 第 2 項及び第 3 項の規定は、前項に規定する地域定着支援台帳の変更について準用する。 

 ■確認資料例 

  地域定着支援台帳 

 

（３）常時の連絡体制の確保等（基準省令第 43 条） 

 ① 利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族

との常時の連絡体制を確保するものとする。 

② 適宜利用者の居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握するものとする。 

 

（４）緊急の事態における支援等（基準省令第 44 条） 

 ① 利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた

場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。 

② 前項の状況把握を踏まえ、当該利用者が置かれている状況に応じて、当該利用者の家族、当

該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調

整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じなければならない。 

③ 前項の一時的な滞在による支援について、次の各号に定める要件を満たす場所において行わ

なければならない。 

一 利用者が一時的な滞在を行うために必要な広さの区画を有するとともに、一時的な滞在に

必要な設備及び備品等を備えていること。 

二 衛生的に管理されている場所であること。 

④ 第 2 項の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により

行うことができる。 
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 ■確認資料例 

  委託契約書等 

 

（５）準用（基準省令第 45 条） 

   第 5 条から第 18 条まで及び第 25 条から第 38 条までの規定は、指定地域定着支援の事業に

ついて準用する。この場合において、第 28 条第 2項中「第 22 条及び第 23 条第 2項の規定に

より、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害福祉サービスの体験的な利

用支援及び体験的な宿泊支援並びに利用者の退院又は退所後の居住予定地が遠隔地にある場合

における他の指定地域移行支援事業者への委託により行われる住居の確保及び関係機関との連

絡調整その他の便宜の供与」とあるのは、「第 44 条第 4項の規定により指定障害福祉サービス

事業者等への委託により行われる一時的な滞在による支援」と読み替えるものとする。 
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Ⅱ 計画相談支援・障がい児相談支援 

 

１ 計画相談支援・障がい児相談支援の事業内容等 

サービス名 概要 対象者 

計画相談支援 【サービス利用支援】 

〇 障がい福祉サービス等の申請に係る支給

決定の前にサービス等利用計画案を作成 

〇 支給決定後、サービス事業者等との連絡

調整等を行うとともに、サービス等利用

計画を作成 

【継続サービス利用支援】 

〇 障がい福祉サービス等の利用状況等の検

証（モニタリング） 

〇 サービス事業所等との連絡調整、必要に

応じて新たな支給決定等に係る申請の勧

奨 

〇 障がい福祉サービスの申請・変更申請に

係る障がい者・障がい児（の保護者） 

〇 地域相談支援の申請・変更申請に係る障

がい者 

障がい児相談

支援 

【障がい児支援利用援助】 

〇 障がい児通所支援の申請に係る通所給付

決定の前に障がい児支援利用計画案を作

成 

〇 通所給付決定後、サービス事業者等との

連絡調整等を行うとともに、障がい児支

援利用計画を作成 

【継続障がい児支援利用援助】 

〇 障がい児通所支援の利用状況等の検証

（モニタリング） 

〇 サービス事業所等との連絡調整、必要に

応じて新たな通所給付決定等に係る申請

の勧奨 

〇 障がい児通所支援の申請・変更申請に係

る障がい児（の保護者） 

 

２ 人員配置について 

サービス名 配置基準 

計画相談支援 従業者：専従の相談支援専門員（業務に支障がない場合は他の職務の兼務可）を 

置くこと。   ＊35 件に１人を標準とする 

管理者：原則として管理業務に従事するもの（管理業務に支障がない場合は他の

職務の兼務可） 

障がい児相談

支援 

従業者：専従の相談支援専門員（業務に支障がない場合は他の職務の兼務可）を 

置くこと。   ＊35 件に１人を標準とする 

管理者：原則として管理業務に従事するもの（管理業務に支障がない場合は他の 

職務の兼務可） 
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Ⅲ その他の相談支援事業 

 

１ 障がい者相談支援事業 

障がいのある人の福祉に関する様々な問題等について、障がいのある人等からの相談に応じ、

必要な情報の提供及び障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援

助を行うもの。 

また、こうした相談支援事業を効率的に実施するため、各市町村において地域自立支援協議会

を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改

善を推進している。 

実 施 者 市町村（又は委託された指定特定・一般相談支援事業者） 

事業内容 ・福祉サービスを利用するための情報提供、相談 

・社会資源を活用するための支援 

・社会生活力を高めるための支援 

・ピアカウンセリング 

・専門機関の紹介等 

※ 事業内容は各市町村によって異なる。 

対 象 者 障がいのある人やその保護者など 

 

２ 住宅入居等支援事業（居宅サポート事業） 

賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を希望しているが、保証人

がいないなどの理由により入居が困難な障がいのある人に対し、入居に必要な調整等に係る支援

や家主等への相談・助言を通じて地域生活を支援する。 

 

３ 成年後見制度利用支援事業 

知的障がい者や精神障がい者のうち判断能力が不十分な人について、障がい福祉サービスの利

用契約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見制度の利用促進を図る。 

実 施 者 市町村（又は委託された指定特定・一般相談支援事業者） 

対 象 者 障がいのある人で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人が

いない等の理由により入居が困難な人（ただし、現に入所施設に入所している障がい

者又は精神障がい科病院に入院している精神障がい者、グループホーム等に入居して

いる者は除く）。 

実 施 者 市町村（基幹相談支援センター） 

事業内容 成年後見制度の申し立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等報

酬等の全部又は一部を助成する。 

対 象 者 障がい福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障がい者又は精神障がい者

であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年

後見制度の利用が困難であると認められる者 
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相談支援事業の指定に関する各種届出について 

 

 運営体制等が変更になった場合、手続きごとに定められた期限までに届出等を行う必要

があります。 

また、事業の種類及び事業所所在地ごとに届出先、手続きごとに必要となる様式、添付書

類等が異なりますので、御確認の上、各機関に届出を行ってください。 

 

１ 届出先 

事業の種類 届出先 

地域相談支援事業 

（地域移行・地域定着） 

政令市・中核市  事業所が所在する市 

上記以外 県（障がい福祉サービス指導室） 

計画相談支援事業 
事業所が所在する市町村 

障がい児相談支援事業 

 

２ 一般相談支援事業（政令市・中核市除く。）における各種届出の提出期限 （※１） 

項目 提出期限（※２） 

指定申請（※３） 指定予定月の前々月 16日まで 

更新申請 指定有効期限の前月 15日まで 

変 

更 

名称（施設）の変更 等 変更があった日から 10日以内まで 

所在地の変更（※３） 変更予定月の前々月の 16日まで 

加

算 

加算の変更（※４） 前月 15日まで 

前年度実績によるもの 4月中（新年度からの新規・変更の場合） 

廃止・休止 変更予定日の 1か月前まで 

再開 再開の日から 10日以内 

※１ 地域相談支援事業（政令市・中核市に所在。）及び計画相談支援事業、障がい児相談

支援事業に係る届出の提出期限及び必要書類等については、事業所の所在する市町村

にお問合せください。 

※２ 提出期限が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日までとなります。 

※３ 指定申請や所在地変更の場合等については、事前協議（図面の確認等）を行う必要

があります。 

※４ １６日以降に届出がなされた場合、翌々月からの算定になります。 

なお、加算要件を満たさなくなる場合は、すみやかに届出を行ってください。その

場合、算定されなくなった事実が発生した日から減額となります。 
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福岡県相談支援従事者現任研修について 

 

受講必要年度について 

 

相談支援事業所で相談支援専門員として従事する方は「相談支援従事者初任者研修（以下、初

任者研修」という。）」を修了した年度の翌年度を初年度として、５年の間に相談支援従事者現任

研修（以下「現任研修」という。）を修了する必要があります。 

（現任研修受講のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度の開催について 

 

 令和５年度の現任研修については、基幹・委託・指定コースについては１１月～２月に、更新者

コースについては、１２月～２月に開催いたします。 

 ※令和５年度の募集をについては、終了いたしました。 

 ※更新者コースは、令和５年度をもって終了いたしますので、令和６年度以降は、基幹・委託・

指定コースのみとなります。 

（ＵＲＬ） 

 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/soudansabijikankensyu.html 

（掲載場所） 

トップページ >  健康・福祉・子育て >  障がい福祉 >  障がい福祉情報 >   

令和５年度福岡県相談支援従事者研修及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修

の開催に関するお知らせ 

 

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
Ｈ３１
（Ｒ１）

Ｒ2 Ｒ3 R4 Ｒ5

例） ２６年度に
初任者研修
を修了した
場合

初
任

例） ２４年度に
初任者研修、
２６年度
に現任研修を
修了した場合

初
任

現
任

11年目～

　６年目から10年目（令和２年～令和6年度）
のうちに現任研修を修了する

　１年目から５年目（平成26～平成31年度）
のうちに現任研修を修了する

　６年目から10年目（平成30～令和４年度）
のうちに現任研修を修了する

初任研修受講年度の翌年度が１年目となります。 

この場合、１～５年目の２年目で研修を修了したことになります。 

次は６～１０年目の間に現任研修を修了してください。 

※ この場合にてＨ29年度までに現任研修を修了していない場合は、初任者

研修を再受講することになります。 
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研修受講対象者について 

 

１ 全課程を修了した者 

現任研修は、初任者研修の講義２日と演習３日の合計５日間を修了した者（令和２年度からは

講義２日と演習５日間の合計７日間を修了した者）が、相談支援専門員として資格要件を更新す

るための研修となります。 

初任者研修の講義（２日）のみ受講した人は現任研修の受講はできません。修了証を確認の

上、申し込みを行ってください。 

 

２ 一定の実務経験要件を有する者（※令和２年度からの変更点） 

  現任研修を受講するにあたっては、次のいずれかの実務経験要件を満たす必要があります。 

 

（１）初回の受講 

過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があること。  

（２）２回目以降の受講 

過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があること又は現に相談支援業務に従事して

いること。 

 

  しかしながら、制度改正に伴って経過措置が設けられているため、令和元年度までに初任者研

修を修了した者であって、令和２年度以降の現任研修を初めて受講するにあたっては、実務経験

要件を満たさなくても受講することができます。 

 

（受講対象外の例） 

 ① 初任者研修の講義２日間のみを受講し、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者（基

礎・実践）研修を修了 

 ② 現に相談支援専門員として業務に携わっておらず、また、現任研修を受講しようとする日か

ら過去５年間に相談支援業務２年以上行っていない（※上記経過措置を除く。） 

 ③ 初任者研修を５日間修了した翌年度から５年の間に、現任研修を修了していない 

  ※ ①、②の場合は、再度、初任者研修の受講が必要となります。 
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福岡県相談支援従事者 

人材育成ビジョン 

 

 
福岡県自立支援協議会 
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１．はじめに                             
 

 

平成１８年の障害者自立支援法施行後、指定相談支援事業所における相談支援専門員の位置

付けが制度化され、これに伴い、相談支援専門員の育成を都道府県が担うこととなり、本県にお

いても、相談支援専門員を育成するため、相談支援専門員養成研修を実施してきた。 

本県では、平成２９年１０月に「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」

を制定する等、様々な取組みを通じて障がいのある方の権利擁護及び相談支援体制構築等に努

めてきたところである。 

今般、有識者や関係団体で構成される「相談支援の質の向上に向けた検討会」における検討の

結果、厚生労働省の定める相談支援従事者研修カリキュラムの充実等が行われる等、相談支援専

門員の資質向上の必要性が求められていることから、福岡県自立支援協議会においても、県内に

おける相談支援体制等の一層の強化を目指し、長期的な視点で計画的に相談支援従事者の人材

育成を行うため、各機関の役割及び研修体系を整理した「福岡県相談支援従事者人材育成ビジョ

ン」を策定することとした。 

 

２．相談支援従事者に必要な資質とは                 
   

 

 

  

③

技

術 

・ＳＷ援助技術 

・想像力…利用者の生活全体を捉え、その思いを察知し、微かな変化をも感知

する力 

・情報収集力…利用者・家族・関係者の話や記録から必要な情報を収集する力 

・分析力…主訴やニーズ、現状の構成要素、利用者の環境的課題(地域課題)等

をアセスメントする力 

・創造力…支援に必要なアイディアや仕組みを発想できる力 

・対話力…利用者の思いを引き出すコミュニケーション力、相談スキル(アサ

ーティブ) 

・関係形成力…利用者・関係者と信頼関係を構築する力 

・交渉力…利用者のニーズに即応するために関係機関とかけあう力 

・調整力…複数の課題や関係機関の特性を理解し的確な役割を割振り、

連携を生み出す力 

・説明力…利用者のニーズや思い、地域課題等を分かりやすく伝える力 

・計画力…利用者主体に基づき、支援に必要な時間・優先課題を見立

て、目標を計画的に管理しつつ実現する力 

・推進力…積極的に事態を動かし、利用者・関係機関を促していく力 

・評価力…地域課題や、支援の総過程をトータルに評価できる力 

・指導力…後輩に対して、的確にスーパーバイズできる力 

・社会資源開発力…新たな資源づくり、現状の社会資源の使い方などの

開発ができる力 

 

②

知

識 

・対象理解に関する知識…障がいの概念・特性、ＩＣＦ，児童発達に関する知識 

・障がい者の歴史的な処遇、実態…社会政策と法制度(施策、権利侵害など) 

・関連法制度（障害者総合支援法の理解と運営基準） 

・教育関連の制度 

・地域特性に関する知識 

・フォーマル・インフォーマルな社会資源に関する知識 

・各種援助理論や援助技術に関する知識…ＳＷ援助技術（各種方法論）の概要 

①

価

値 

・本人中心の価値…自己決定と選択 

・人権をめぐる価値…人間存在の基本価値（人としての尊厳と人権の尊重） 

・中立・公平の立場 

・本人の権利擁護者としての存在 

・絶対的平等 

・職業倫理…ソーシャルワーカーとしての倫理 

 

②知 識 

① 価 値 

③技 術 

人材育成ビジョンが目指す、相談支援従事者に必要な資質を次のとおり整理する。 
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３．本県における研修体系及び相談支援体制の課題            

 

 ＜研修体系＞ 

  ・講師、ファシリテーター育成のシステム化 

   ⇒相談支援従事者初任者研修をはじめとする各種研修について、企画・運営を担うこと

のできる人材の育成が充分に行えていないことから、講師・ファシリテーターが不足

しており、年々、研修の企画・運営が困難となっている。 

  

 ＜相談支援体制＞ 

  ・地域で核となる相談支援従事者の育成 

   ⇒地域における人材育成の仕組みが構築されていないため、地域で核となる相談支援従

事者が育たない。 

  ・地域（自立支援）協議会への支援 

   ⇒福岡県自立支援協議会において課題解決のための後方支援が必要。 

 

 

注：サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者については、講義部分の受講。 

４．人材育成体制の構築                  
 

１．研修体系 

各研修の役割を明確化し、研修体系を整備することで、研修講師及びファシリテーターの循

環的な人材確保及び研修の質向上を図り、相談支援専門員に必要な資質を備えた人材の育成

及び地域におけるリーダー的役割を担う人材の育成・確保を目指す。 

＜法定研修＞ 

名 称 対象者 役 割 

初 任 者 研 修 

相談支援専門員又はサービ

ス管理責任者、児童発達管理

責任者（注）として従事予定

の者 

 

相談支援専門員又はサービス管理責任者、児童発達管理責任者と

して従事するため、ケアマネジメントの基本姿勢及び地域の障がい

者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、

福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の

基礎的援助技術を習得するための研修。 
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注：研修の受講にあたっては、初任者研修の終了年度の翌年度から起算して５年ご

とに受講しなければならない。 

名 称 対象者 役 割 

現 任 研 修  

初任者研修修了者のうち次

のいずれかの要件を満たす

者。 

 

・現に相談支援専門員として

従事している者。 

・当該研修の受講予定日から

起算して、過去５年間のう

ち、相談支援専門員として

実務経験を２年以上有する

者。 

 

 

 

相談支援の基本姿勢などを再確認するとともに、利用支援等の援助

技術の習得並びに基幹相談支援センターの役割の理解及び先行事例

等の情報共有を通じ、地域（自立支援）協議会を活性化させ、地域の

相談支援を牽引する人材となるための資質向上を図る。 

 なお、相談支援専門員として従事するための資格更新研修としての

位置づけとなる。（注） 

 

 

 

 

 

 

 

＜任意研修＞ 

名 称 対象者 役 割 

専
門
コ
ー
ス
別 

スキルアップ研修 
現任研修を修了し、現に相談

支援事業所等において相談支援

専門員等として従事している者 

相談支援に従事している者が、より専門的な知識を必要とする相

談や困難事例に適切に対応するために、最新の知識や技術を習得

し、資質の向上を図るための研修。 

人材育成研修 

現任研修終了後、３年以上の

実務経験を有する相談支援専門

員で、相談支援従事者研修等に

おいてファシリテーターとして

活躍している、または、今後活

躍する予定の者 

 

相談支援従事者研修等のファシリテーターの養成及び地域（自立支

援）協議会等で他のメンバーやチームの力を引き出すためのファシリ

テーションの技術を習得し、地域の中核を担う人材として資質向上を

図るための研修。 

主任相談支援専門員研修  

 次のいずれかの要件を満たす

者等 

・基幹相談支援センター等にお

いて地域の相談支援に関する

指導的役割を担っている者 

・本県における各種相談支援従

事者研修又はサービス管理責

任者等研修の企画・運営に携

わっている者 

 

基幹相談支援センターの役割の理解及び先行事例等の情報共有を

通じ、地域（自立支援）協議会を活性化させ、地域の相談支援を牽引

する人材としての資質向上を図るための研修。 
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＜国研修＞ 

名 称 対象者 役 割 

相談支援従事者指導者養成研修  

現に各種研修の企画運営、

講師等を担う者、または、今

後担うことを予定している者 

県における各種研修の企画立案・運営に携わる中核的な役割を担

う指導者となることを目的とし、研修の質を向上させるための最新

のノウハウを習得するための研修。 

＜その他の相談支援に関する研修＞ 

名 称 対象者 役 割 

強度行動障がい者支援者養成研修  

相談支援事業所及び障がい

福祉サービス事業所等におい

て、知的障がい、精神障がい

のある児者を支援対象にした

業務に従事している者、また

は、今後従事する予定の者 

強度行動障がいを有する者に対し、適切な支援を行う職員の人材

育成及び適切な支援計画を作成するため、必要な知識及び技術の習

得を図るための研修 

医療的ケア児等コーディネー

ター養成研修事業 

相談支援専門員、保健師及

び訪問看護師等、今後地域で

コーディネーターの役割を担

う予定の者 

在宅の医療的ケア児等のライフステージに応じた継続的な支援を

行うため、医療的ケア児等コーディネーターとして必要な知識及び

技術の習得を図るための研修。 

精神障がい者支援の障がい特

性と支援技法を学ぶ研修 

(令和２年度～) 

相談支援事業所及び障がい

福祉サービス事業所等におい

て、現に精神障がい者支援の

業務に従事している者、また

は、今後従事する予定の者 

精神障がい者の特性に応じた適切な支援を行うため、必要な知識

及び技術の習得を図るための研修。 

 

２．人材育成体制（人材育成システム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 指導者養成研修・人材育成研修・主任研修の修了者は県の講師又はファシリテーターとして登録し、各種研修の企画・運営を依頼。こ

れにより、研修体制の強化及び講師・ファシリテーター自身のスキルアップを図る。 

初任者 現任者 熟練者 

初任者研修 

現任研修 

スキルアップ研修（専門的な資質の向上） 

人材育成研修（ファシリテーター養成） 

指導者養成研修 
・ファシリテーター登録  

・地域リーダー  

・講師登録  

・県アドバイザー候補  

講師・ファシリテーター 

として各研修に参加 

主任 

研修 

・ファシリテーター登録  

・地域リーダー  
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５．相談支援体制の構築                  

＜①地域における相談支援体制＞ 

 地域の相談支援体制を構築するため、関係機関の役割の明確化及びネットワーク構築、基幹相

談支援センター設置促進等を図る。 

地域（自立支援）協議会 

（役割） 

・地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有

し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割。 

・市町村の定める障害福祉計画及び障害児福祉計画に対して意見を発し、障がい福祉サービス

の提供体制の確保等を促進する役割。 

  

 

（必要な機能） 

情報機能 • 困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信  

調整機能 
• 地域の関係機関によるネットワーク構築  

• 困難事例への対応のあり方に対する協議、調整  

開発機能 • 地域の社会資源の開発、改善  

教育機能 • 構成員の資質向上の場としての活用  

権利擁護機能  • 権利擁護に関する取り組みを展開する 

評価機能 

• 中立公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者、基幹相談支援センター等の運営評価  

• 指定特定相談支援事業、重度包括支援事業等の評価  

• 都道府県相談支援体制整備事業の活用  

出展：自立支援協議会の運営マニュアル （財団法人日本障害者リハビリテーション協会（平成 20 年 3 月発行）） 
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基幹相談支援センター 

（役割及び必要な機能） 

  基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的障害・精神障

害）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出展：令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会資料（厚生労働省（令和元年 9 月発行））  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域における障がいのある人への相談支援機関の役割と関係性 

市町村窓口（単独・広域実施） 

①障がい福祉サービスの支給決定 

②事業所指定・取り消し 

③障がい支援区分認定調査・審査会の実施 

④障害者虐待防止法における対応 

⑤個別支援会議やサービス担当者会議への参加 

⑥地域（自立支援）協議会の実施 

基幹相談支援センター・相談支援委託事業者 

①対応困難事例への取組 

②触法障がい者の刑確定・出所後の取組 

③地域（自立支援）協議会の市町村との協働 

④障害者虐待防止センターの役割 

⑤施設、医療機関からの地域移行促進への協力 

⑥個別支援会議の招集・開催 

⑦相談支援専門員のスキルアップ研修・スーパービ

ジョン研修の継続的な開催 

⑧サービス等利用計画書の作成  

協働 

地
域
（
自
立
支
援
）
協
議
会 

 

課
題
協
議
・
専
門
部
会
等 

指定障がい児相談支援事業所 

①障がい児通所支援計画の作成 

②障がい福祉サービス事業所等との連携 

③サービス担当者会議の実施 

④地域（自立支援）協議会への参画 

 

指定特定相談支援事業所 

①障がい福祉サービス等利用計画の作成 

②障がい福祉サービス事業所等との連携 

③サービス担当者会議の実施 

④地域（自立支援）協議会への参画 

指定一般相談支援事業所 

①施設・医療機関からの地域移行支援相談 

②移行後の住居調整・定着支援 

③地域（自立支援）協議会への参画 

発達障害者支援センター、就業・生活支

援センター、高次脳機能障害推進事業、

定着支援センターなどの広域事業等 

①専門的な相談・支援の提供 

②専門的スキル向上のための研修 

 

連

携 

相談支援事業所 
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＜②県における相談支援体制＞ 

 福岡県自立支援協議会及び各専門部会にて、相談支援における人材育成並びに各地域の支援

方策等の検討を行う。 

 

福岡県自立支援協議会 

県全体における広域的な相談支援体制の構築に向けての主導的な役割を担うとともに、アドバ

イザーを配置することにより、市町村における地域（自立支援）協議会の支援及び推進を図る。 

（専門部会） 

相談支援事業部会 

県内の相談支援体制について障害者相談支援ネットワークふくおか等と連携し状況把握及

び課題抽出、また、各地域間のネットワーク構築を図り、相談支援における地域格差の解消

を目指す。 

研修部会 

各研修の企画・立案や研修のあり方について協議を行い、研修講師（ファシリテーター含む。）

や地域リーダーの育成を目指す。 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                      アドバイザー派遣事業 

                                                          

 

                                                     協議等      提言等 

 

  

 

 

 

 

                                                      

                                                                   

                                      

                                                                                  

                                     

                                                                                                          

 

  

指定相談支

援事業所 

福岡県自立支援協議会と地域自立支援協議会の関係性 

福岡県 市町村 

福岡県自立支援協議会 

・県内の広域的な相談支援体制の構築 

・地域自立支援協議会の支援及び推進 

 

相談支援事業部会 

・現状及び課題の把握・共有 

・地域間のネットワーク構築 

 

研修部会 

・各種研修内容の検討 

・研修を通じた人材育成 

市町村障がい福祉主管課 

指定相談支

援事業所 

地域（自立支援）協議会 

・地域における困難事例の検討や課題

解決に係る取組 

・ネットワークの構築 アドバイザー 

基幹相談支援センター 

（一部地域においては 

委託相談支援事業所） 

○地域（自立支援）協議会担当者会議 

○障害者相談支援ネットワークふくおかと

の連携 

・情報共有 

・ネットワーク構築 

参画 

専門部会 

人材育成 
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福岡県相談支援従事者研修における講師及びファシリテーター登録に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「地域生活支援事業等の実施について（平成１８年８月１日付け障発

第０８０１００２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）」に定められる地域

生活支援事業実施要綱における（別記１－１７）「サービス・相談支援者、指導者育成事

業」として、福岡県知事（以下「知事」という。）又は知事から指定を受けた者（以下「指

定研修事業者」という。）が行う相談支援従事者の養成等に関する研修事業（以下「研修」

という。）に関し、知事及び指定研修事業者と講師及びファシリテーター（以下「講師等」

という。）間のネットワーク構築並びに講師等の研修の企画・運営への参加促進を図り、

研修の質の向上及び円滑な運営に資するよう、講師等の資質を有すると認められる者の登

録等を行うにあたって、必要な事項を定めるものとする。 

 

（講師等の登録） 

第２条 福岡県福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室長（以下「障がい福祉

サービス指導室長」）は次の各号いずれかの場合において、次条又は第４条の要件を満た

す者を講師等として登録する。 

（１）障がい福祉サービス指導室長が相談支援従事者指導者養成研修へ受講者の派遣を行

い、研修を修了したことの確認が得られたとき。 

（２）「相談支援従事者研修事業の実施について（平成１８年４月２１日付け障発０４２１

００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）」に定められる相談支援従事

者研修事業実施要綱に基づく専門コース別研修（人材育成をテーマとした研修に限る。

以下「人材育成研修」という。）又は「相談支援従事者主任研修事業の実施について（平

成３１年３月２８日付け障発０３２８第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知）」に定められる相談支援従事者主任研修事業実施要綱に基づく研修（以下「主

任相談支援専門員研修」という。）において、知事又は指定研修事業者が修了証を交付

したとき。 

（３）次条又は第４条の要件を満たす者から、講師及びファシリテーター登録申請書（様

式第１号）の提出があったとき。 

 

（講師に関する登録要件） 

第３条 講師として登録される者は次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）厚生労働省が主催する相談支援従事者指導者養成研修を修了した者。 

（２）知事又は指定研修事業者が実施する主任相談支援専門員研修を修了した者。 

（３）知事又は指定研修事業者が実施する研修において、講師を担った経験を有する者。 
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（ファシリテーターに関する登録要件） 

第４条 ファシリテーターとして登録される者は次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）知事が実施する人材育成研修又は知事若しくは指定研修事業者が実施する主任相談

支援専門員研修を修了した者。 

（２）知事又は指定研修事業者が実施する研修において、ファシリテーターを担った経験

を有する者。 

 

（名簿の作成及び管理） 

第５条 障がい福祉サービス指導室長は様式第２号及び様式第３号により名簿を作成し、

講師等として登録を行った者（以下「登録者」という。）の必要な情報を登載するものと

する。 

２ 障がい福祉サービス指導室長は第７条に基づく届出を受理した場合、名簿の記載事項

の変更を行うものとする。 

３ 障がい福祉サービス指導室長は、登録者の同意の下、福岡県自立支援協議会及び指定

研修事業者に対し、名簿に記載された情報を提供することができる。 

４ 障がい福祉サービス指導室長、福岡県自立支援協議会及び指定研修事業者は、名簿に

記載された個人情報について、前項に基づき情報を提供する場合を除き、他に漏らして

はならない。 

 

（登録証の交付） 

第６条 障がい福祉サービス指導室長は、次の各号に掲げる場合、登録者に対し、様式第

４号又は様式第５号による登録証を交付するものとする。 

（１）前条第１項に基づき、名簿に登録者の情報を登載したとき。 

（２）前条第２項に基づき、名簿の記載事項のうち、登録者の氏名を変更したとき。 

（３）第８条に基づく申請を受理したとき。 

 

（登録に関する事項の変更届） 

第７条 登録者が登録を受けた後、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じた場合、

速やかに、講師及びファシリテーター登録変更届出書（様式第６号）により障がい福祉

サービス指導室長に届け出ることとする。また、登録者の氏名に変更が生じた場合にお

いては、登録証を添えて届け出ることとする。 

（１）登録者の氏名 

（２）登録者が所属する機関の名称 

（３）登録者が所属する機関の住所 

（４）登録者が所属する機関の連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号） 
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（登録証の再交付申請） 

第８条 登録者は、登録証の汚損又は破損、紛失等により、登録証の再交付を受けようと

する場合は、講師及びファシリテーター登録証再交付申請書（様式第７号）を障がい福

祉サービス指導室長に提出しなければならない。また、汚損又は破損の場合においては、

汚損又は破損した登録証を添えて提出することとする。 

 

（登録証の返納） 

第９条 登録者が講師等としての登録を辞退しようとするときは、講師及びファシリテー

ター登録証返納届出書（様式第８号）に登録証を添えて、障がい福祉サービス指導室長

に届け出なければならない。 

 

（登録の抹消） 

第 10条 障がい福祉サービス指導室長は、次の各号に掲げる場合、名簿から登録者の登録

を抹消することとする。この場合において、第２号又は第３号により登録を抹消された

者は、速やかに登録証を障がい福祉サービス指導室長に返納しなければならない。 

（１） 登録者から前条に定める登録証の返納を受けたとき。 

（２） 知事又は指定研修事業者が行う研修において、１０年間講師等を務めた実績がない 

とき。 

（３） その他、障がい福祉サービス指導室長が必要と認めるとき。 

２ 障がい福祉サービス指導室長は、前項第２号又は第３号の事由により抹消を行った場

合、登録を抹消された者に対し、講師及びファシリテーター登録抹消通知（様式第９号）

により通知することとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年２月１７日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

 

     年  月  日 

福岡県福祉労働部障がい福祉課 

障がい福祉サービス指導室長 殿 

                                   

講師及びファシリテーター登録申請書 

 

福岡県相談支援従事者研修における講師及びファシリテーター登録に関する要綱第２条の登録を行うため、

次のとおり申請します。 

また、記載情報を同要綱第５条第３項に基づき、福岡県自立支援協議会及び指定研修事業者に提供するこ

とについて同意します。 

 

１ 申請者の情報等 

申 

請 

者 

ふりがな                            

生年月日   年  月  日  
氏  名 

  

                         ㊞ 

住  所 

（郵便番号   －     ） 

         都 道            市 区 

         府 県            町 村 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

所

属 

名  称 
 

住  所 

（郵便番号   －     ） 

         都 道            市 区 

         府 県            町 村 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

 

２ 登録の要件 

登録区分 該当に〇 該当する登録要件  

講
師 

 １ 相談支援従事者指導者養成研修の修了 
（修了年度） 

 

 ２ 主任相談支援専門員研修の修了 
（修了年度） 

 

 ３ 講師の実績 
（研修の名称及び年度） 

 

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー 

 ４ 人材育成研修の修了 
（修了年度） 

 

 ５ 主任相談支援専門員研修の修了 
（修了年度） 

 

 ６ ファシリテーターの実績 
（研修の名称及び年度） 
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